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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第２区分
【発行日】平成20年5月1日(2008.5.1)

【公開番号】特開2008-8997(P2008-8997A)
【公開日】平成20年1月17日(2008.1.17)
【年通号数】公開・登録公報2008-002
【出願番号】特願2006-177348(P2006-177348)
【国際特許分類】
   Ｇ１０Ｋ  11/16     (2006.01)
   Ｇ１０Ｋ  11/162    (2006.01)
   Ｂ３２Ｂ   5/24     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ１０Ｋ  11/16    　　　Ｄ
   Ｇ１０Ｋ  11/16    　　　Ａ
   Ｂ３２Ｂ   5/24    １０１　

【手続補正書】
【提出日】平成20年3月14日(2008.3.14)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
  多孔質材料或いは発泡材料を吸音母材とし、音波が入射する側から不織布を通気抵抗を
阻害しないホットメルト材で前記吸音母材の表面に熱融着したことを特徴とする複合吸音
構造体。
【請求項２】
  吸音母材がポリエステル系等の高分子系、グラスウールやロックウール等の無機繊維系
、金属繊維系等の多孔質材料系、軟質ウレタンフォーム等の高分子発泡系、アルミ等の金
属発泡系等の多孔質材料或いは発泡材料である請求項１記載の複合吸音構造体。
【請求項３】
  不織布がホットメルト材を介して一層或いは複数層熱融着積層された請求項１又は２記
載の複合吸音構造体。
【請求項４】
  音波の入射側にある一層或いは複数層の不織布が、高分子系或いは紙系の不織布である
請求項１乃至３いずれか１記載の複合吸音構造体。
【請求項５】
  高分子系不織布が、ポリエステル系、ポリエチレン系、ナイロン系の高分子系の不織布
である請求項４記載の複合吸音構造体。
【請求項６】
  不織布の少なくとも音波入射側の一層目に、撥水処理、難燃処理、耐候・光処理、防汚
処理等を施した請求項１乃至５いずれか１記載の複合吸音構造体。
【請求項７】
  ホットメルト材は、ポリエステル系、ナイロン系、ポリプロピレン系、オレフイン系等
の高分子系のパウダー状、網目状或いは繊維状であり、融点が７０～１８０℃である請求
項１乃至６いずれか１記載の複合吸音構造体。
【手続補正２】



(2) JP 2008-8997 A5 2008.5.1

【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００５】
  一方、多孔質材料は中・高音域用吸音材として優れた吸音材料であるが、スペースの関
係で厚さがとれない場合には、中・低音域では吸音率が不足することがよくある。しかる
に、騒音でよく問題になる周波数帯域は５００～２ｋＨｚであるが、厚さの面から言えば
、例えばポリエステル繊維系（密度４４ｋｇ／ｍ３ ）で、吸音特性（垂直入射法）は厚
さ３５ｍｍの場合、５００Ｈｚで２０％、１ｋＨｚで４０％程度の吸音率しかない。グラ
スウ－ルや軟質ウレタンフォーム等では、３５～５０ｍｍで同程度の吸音率である。この
ため、吸音母材の厚さを厚くする、空気層を設ける等の処置が取られるが、これでは、ス
ペース、重量、経済性等問題が出てくる。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１４】
  先ず、上記複合吸音構造体において、構成している吸音母材の代表例は、ポリエステル
系等の高分子系、グラスウールやロックウール等の無機繊維系、金属繊維系等の多孔質材
料系、軟質ウレタンフォーム等の高分子発泡系、アルミ等の金属発泡系等の多孔質材料或
いは発泡材料が挙げられる。そして、吸音母材の通気抵抗が３×１０３ ～７×１０４ Ｎ
・ｓｅｃ／ｍ４ が好ましい範囲である。中でも最近では吸音性能がよく、地球環境や作
業環境に優しい、リサクルができる、耐侯・耐久性がある等の優れた性能を有するポリエ
ステル繊維系の多孔質材料が好んで用いられる。ポリエステル繊維系を吸音母材とする場
合、実用的な範囲では、嵩密度が２０～８０ｋｇ／ｍ３ 、通気抵抗が４×１０３ ～２×
１０４ Ｎ・ｓｅｃ／ｍ４ の範囲ものが良く用いられる。尚、ホットメルト材による不織
布の熱融着・積層体の構成によっては、上記の吸音母材の代わりに空気層を構成するだけ
でも十分に吸音特性が発揮される場合がある。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１６】
  吸音母材に一体化される不織布は、ホットメルト材を介して一層或いは複数層が熱融着
にて積層されるが、かかる不織布は高分子系、例えばポリエステル系、ポリエチレン系、
ナイロン系の、紙系としては和紙や壁紙等の不織布であり、好ましくはポリエステル繊維
からなる不織布が好適である。そして、不織布として、面重量が２０～２００ｇ／ｍ２ 
、通気抵抗が５×１０３ ～５×１０４ Ｎ・ｓｅｃ／ｍ４ のものが良い。目標の吸音特
性に対して、同じ特性のもの、異種の特性のものを適宜組み合わせることができる。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１７】
  付言すれば、例えばスパンボンド不織布にあっては、通気抵抗が０．７×１０４ Ｎ・
ｓｅｃ／ｍ４ 前後のものが多く、母材の通気抵抗と合わせて複合的な通気抵抗とするも
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のであり、ある厚さの中で吸音特性を最適化するものである。本発明では、表面の不織布
（ポリエステル繊維系の場合はスパンボンド不織布が多い）を多層に重ねることで、通気
抵抗をコントロールしようとする点にねらいがある。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２２】
  図１に本発明による複合吸音構造体の第１実施例の構造を示す。図１（ａ）は断面図、
図１（ｂ）は一部を破断して示す立体図である。図１に示す複合吸音構造体１０１は、一
層の不織布１をホットメルト材２で吸音母材３に熱融着した本発明の基本構造を示す。使
用された吸音母材３はポリエステル繊維系の多孔質材料であり、嵩密度は４４ｋｇ／ｍ３

 であった。不織布１及び後述する不織布はスパンボンド不織布であり、面重量が１００
ｇ／ｍ２ 、通気抵抗が０．７×１０４ Ｎ・ｓｅｃ／ｍ４ のものを用いた。ホットメル
ト材２及び後述するホットメルト材５はナイロン系であり、通気抵抗を阻害しないように
パウダ－状であり、融点が１５０℃のものを用いた。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２５】
  図３は、本発明の有効性を示したグラフである。吸音母材として、ポリエステル繊維系
（嵩密度：４４ｋｇ／ｍ３ 、厚さ：３５ｍｍ）を選び、吸音母材のみの場合（比較例：
１００）に比べて、本発明である不織布（ポリエステル繊維系のスパンボンド不織布の面
密度：１００ｇ／ｍ２ 、通気抵抗：０．７×１０４ Ｎ・ｓｅｃ／ｍ４ ）をパウダー状
のホットメルト処理したもの一層を吸音母材に熱融着した場合（第１実施例：１０１）、
同じ不織布を二層にして吸音母材に熱融着した場合（第２実施例：１０２）を示している
。不織布が一層の第１実施例でかなり吸音性能が向上するが、不織布を二層にした第２実
施例では、更に吸音性能が向上することが分かり、本発明の有効性が認められる。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２７】
  これは、多層にする方が粘性抵抗が有効に働き、吸音母材も含めた総合的な通気・粘性
抵抗が増し、音響エネルギーが熱エネルギーに効率よく変換され、吸音性能が大幅に向上
するのである。尚、図４における第１実施例（１０１ａ）の構成は、不織布をポリエステ
ル繊維系のスパンボンド不織布（面密度：２００ｇ／ｍ２ 、通気抵抗：１．５×１０４ 
Ｎ・ｓｅｃ／ｍ４ ）とし、第２実施例（１０２ａ）は図３のそれと同様であり、夫々、
面密度及び通気抵抗は全体としてほぼ同じ数値となっている。
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